
 

船舶事故調査報告書 

令和５年１２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 推進器損傷 

発生日時 令和５年１月２０日 １２時３０分ごろ 

発生場所 京浜港横浜第５区本牧ふ頭東方沖 

 横浜本牧砂利ふとう防波堤灯台から真方位０６１°９７０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２５.８′ 東経１３９°４１.４′） 

事故の概要  作業船第７３大新
だいしん

丸は、作業中、ワイヤが左舷推進器翼に絡み、左

舷推進器翼が曲損した。 

事故調査の経過 令和５年１月２５日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

作業船 第７３大新丸、１９トン 

 ２７０－４９８２３広島、大新土木株式会社（Ａ社） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

損傷 左舷推進器翼に曲損 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風速 約３m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

事故の経過  本船は、船長ほか６人が乗り組み、作業員１人を乗せ、岸壁取付部

の地盤改良工事の目的で、本牧ふ頭東方沖において微速力前進とし、

船首部に設置されたクレーンで、台船のアンカーをワイヤで吊り上げ

て海中に投入し、ワイヤを繰り出した。 

 本船は、前進行きあしがついていたので、アンカーに繋がれたワイ

ヤ（以下「本件ワイヤ」という。）が本船の下に入り込む状態とな

り、船長が前進行きあしを止めようとクラッチを後進にしたところ、

左舷主機が停止した。 

 船長は、本事故の発生をＡ社に連絡し、本船の乗船者全員が付近の

作業船に移乗した後、本船は、作業船にえい
．．
航され、付近の船舶に横

付けされた。 

 本船は、潜水士による調査が行われ、左舷推進器翼に本件ワイヤが

絡んでいることが確認され、撤去された。 

 船長は、本事故時、ＧＰＳプロッターで台船のアンカーの投入位置

の確認をしていたので、本件ワイヤが左舷主機付近まで近づいている

ことに気付かなかった。 

分析  本船は、台船のアンカーの投入作業中、船長が、前進行きあしがつ

いたままアンカーを投入し本件ワイヤを繰り出したことから、本件ワ

イヤが本船の下に入り込み、左舷推進器翼に絡んで同翼が損傷したも

のと考えられる。 



 

 船長は、ＧＰＳプロッターで台船のアンカーの投入位置を確認して

いたことから、本件ワイヤが左舷推進器付近まで近づいていることに

気付かなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、台船のアンカーの投入作業中、船長が、前進行

きあしがついたままアンカーを投入し本件ワイヤを繰り出したため、

本件ワイヤが本船の下に入り込み、左舷推進器翼に絡んだことにより

発生したものと考えられる。 

再発防止策  Ａ社は、本事故の発生を受け、再発防止策として次の措置を講じ

た。 

 ・Ａ社の担当者は、本件ワイヤの繰り出し手順を作業員全員に周知

した。 

 ・Ａ社の担当者は、本件ワイヤの繰り出し手順の遵守を周知徹底し

た。 

 ・Ａ社の担当者は、投錨後、一旦停止し、本件ワイヤの繰り出しは

後進で行うよう指導した。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、船首付近からワイヤやチェーンを海中に投入する場合、

ワイヤ等が推進器付近に近づかないよう、後進で投入することが

望ましい。 

 


